
林業を営む者（個人、法人）、森林所有者、森林組合のうち、下記の条件を満たす者が
対象となります。

① 県内に主たる営業所又は住所を有する者
② 森林整備事業等において、各発注機関による指名停止処分期間中ではない者
③ 高性能林業機械を操作できる技能職員を擁する者

既存の機械と比較し、更新後の性能が同等もしくは向上し、更新後に以下のいずれ
かになるもの。なお、他機種から更新するものも含みます。

① ハーベスタ
② プロセッサ
③ フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット

【お問い合わせ先】

詳細につきましては、お近くの総合支庁森林整備課までお問い合わせください。

村山総合支庁森林整備課 TEL:023-621-8286
置賜総合支庁森林整備課 TEL:0238-26-6065
最上総合支庁森林整備課 TEL:0233-29-1351
庄内総合支庁森林整備課 TEL:0235-66-5527

【対象者】

【対象機械】

【補助上限額】

① ハーベスタ ： 4,000千円/台
② プロセッサ ： 3,333千円/台
③ フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップルバケット ： 2,333千円/台
※補助金額は、補助上限額か費用の1/3の額のいずれか低い額となります。

募集期間： 随時募集（※）
応募方法： 最寄りの総合支庁森林整備課に事業計画書を提出

※予算の範囲内で先着順とし、上限額に達した時点で募集を締め切ります。

【応募方法】


